[image: image1.png]S



[image: image3.png]S




[image: image2.png]S



[image: image1.png]
[image: image3.png][image: image2.png]




BẢBẢN TIN LUẬT

	A. 会計・税務


商品販売・サービス提供用のインボイスについて案内する通達第39/2014/TT-BTC号

2014年03月31日、財務省は商品販売・サービス提供用のインボイスに関する2010年5月14日付の政令第51/2010/ND-CP号及び2014年01月17日付の政令第04/2014/ND-CP号の施行を案内する通達第39/2014/TT-BTC号を発行した。本通達の留意点は以下の通りである。
各種インボイスの使用対象

· 控除法による付加価値税（VAT）を申告する企業：VATインボイス

· 直接法による付加価値税（VAT）を申告する企業：販売インボイス

· 非関税区の企業：販売インボイス（インボイス上に「非関税区の組織・個人用」の旨を記載すべきである。）

但し、2014年06月01日以前に発行、及び2014年07月31日以前に登録された輸出インボイスを使用し続けることができる。

インボイスを自社印刷できる対象会社

· 払込済みの定款資本金が150億ドン以上のある企業(以前の条件が10億ドン以上の会社である)

· 工業団地、経済区、輸出加工区、ハイテク区内で法律の規定に従って設立された企業
· 法律の規定に従って生産·経営を行い公共企業

· 2014年06月01日より新規設立され、定款資本金150億ドン未満である企業は、インボイス発行届出時点にて10億ドン以上の機械・設備・固定資産の購入を行い、当該購入のインボイスを入手しながら定められた条件を満たす企業でなければならない。

インボイス印刷を外注する条件

· 企業は外注印刷インボイス使用申請書を税務機関に提出しなければならない。税務機関からの外注印刷インボイス使用に関する通知書があるに限り、インボイス印刷の注文を進めることができる。

· インボイス印刷契約書は上記の通知書を添付しなければならない。

購入者の名称及び住所を略記することに関する補足

空白部分に斜め線を引く規定
コンピュータにより作成される自社印刷インボイス及び外注印刷インボイスは空白部分があれば、斜め線を引くのが不要である。

インボイス使用状況報告の期限
· インボイスを利用しない場合でも、 使用状況報告書を四半期によって提出しなければなりません（報告書上にインボイス使用枚数の項目にゼロ(=0)と記載する。

· 通達第39/2014/TT-BTC号の第11条で定められる税務機関からインボイスを購入すべき対象となる新規設立企業、或いは脱税、税詐欺行為のある企業、或いは税務リスクが高い兆候のある企業は連続12ヶ月以内、月次にインボイス使用状況報告を提出しなければならない。その期限が切れると、税務機関からの「企業が四半期にインボイス使用状況を報告できる」の旨の通知書を受ける限りに、企業が報告書を四半期によって提出することができる。

輸出インボイス使用については、2014年05月第1号のベトナム法令ニュースのオフィシャルレター第1412/TCT-CS号で言及された。

企業のVAT控除法適用申請の承認

2014年04月24日、税務総局はオフィシャルレター第1388/TCT-CS号を発行し、企業のVAT控除適用申請の承認についてガイダンスする。

· 企業は2014年01月01日以前に投資プロジェックトにより設立されて、投資段階において売上高が発生しない場合、2014年でVAT控除法を適用することができる。

· 2013年01月01日以前に設立された企業は、2013年で営業停止して、2014年から生産·営業活動を再開する場合、2014年に新設立会社のように付加価値税計算方法を適用する。

· 2013年01月01日以前に投資プロジェックトにより設立された企業は2013年まで営業停止し、2013年から生産·営業活動を再開し、及び売上高が発生する場合、通達第219/2013/TT-BTC号の第12条2項ｂ点の規定に従って実施する。

· 企業は2014年01月01日から新規設立され、10億ドン以上の資産合計があることを証明する証憑（資産購入インボイス、資本金払込証憑、資産譲渡証明書等）を提出でき、及び固定資産の登録手続きを確実に履行する場合、VAT控除法適用を登録することができる。

· 企業は2014年01月01日から新規設立され、権限ある管轄機関により承認されたプロジェックトに従って投資活動を行う場合、VAT控除法適用の登録対象になる。

預金利息に対する法人所得税

2014年05月12日、税務総局がオフィシャルレター第1661/TCT-CS号を発行し、｢その他収入｣に計上する預金利息及び資本化のための支払利息を相殺する預金利息についてガイダンスする。
· 進行中の資産の取得に関する借入金の一時的な投資活動による預金利息は建設階段で発生する支払利息と相殺できる。

· 建設階段に発生する支払利息は「工事の投資価値」に計上される。
· 投資金の投資活動による預金利息は「その他収入」に計上しなければならない。

地方予算への献金に対する法人所得税に関するガイダンス

2014年04月21日、税務総局はオフィシャルレター第1301/TCT-CS号を発行し、地方予算への献金に対する法人所得税についてガイダンスする。

地方予算への献金は、法人所得税法に基づき損金算入として見なされる献金に属しない場合、法人税を確定する際、損金に算入できない。

	B. 投資・その他


労働契約の一時的履行停止及び休業時の賃金に関する案内

2014年05月17日、傷病兵社会福祉省は労働契約の一時的履行停止及び休業時の賃金について案内するオフィシャルレター第1462/LDTBXH-LDTL号を発行した。

その通り、使用者の過失による休業の場合、労働者は賃金の全額を受けられる。労働者の過失による場合、労働者が賃金を支払われない；同じ会社で勤務し、休業する他の労働者は、両当事者が合意した水準の支払いを受けられるが、政府が定める地域別最低賃金を下回ってはならない。

使用者と労働者の過失ではない停電、断水、あるいは天災、火災、危険な疫病、紛争、国家の管轄機関の要求に基づく稼動場所の移転、経済的な理由などで他の客観的な原因による場合、休業時の賃金は両当事者の合意に基づくが、政府が定める地域別最低賃金を下回ってはならない。
労働法典は労働契約の一時的履行停止時の賃金に関する規定がないが、労働に関する法律の規定より有利な条件を労働者に保証する合意を奨励する。
ベトナム法令ニュース
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